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令和 5年 1月 31 日 

 

各都道府県建設業協会 事務局 御中 

一般社団法人全国建設業協会 

事  業  部 

 

消費税インボイス制度の開始に向けた周知・広報等について（情報提供） 

 

平素は本会の活動に対しまして格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

この度、国土交通省より、令和５年１０月より開始される消費税インボイス

制度について、各種支援措置の周知依頼およびインボイス制度に関しての会報

誌・業界誌等への寄稿および記事下広告の掲載、説明会への講師派遣等につい

て、引き続きの検討依頼がありました。（2022年11月22日付 事務連絡にて同内

容を周知） 

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、貴会会員企業の

皆様へ別添資料の内容について、再度、周知賜りますよう宜しくお願い申し上

げます。 

 

【添付資料】 

01_講師派遣及び寄稿依頼要領※ 

02_講師派遣申込書 

03_寄稿申込書※ 

04_記事下広告データ（使用期限：令和 5 年 1月～9 月） 

（※2022 年 11 月 22 日付 事務連絡からは一部の記載が変更となっていますので、今後は本事

務連絡の添付資料をご参照いただき、お申し込みください） 

05_【財務省】リーフレット（インボイス制度の支援措置について） 

以上 
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